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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.16（2019 年 8月分） 

2019年 9月 11 日発行 

日付 2019 年 8 月 1 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 アルゼンチン産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/abierta-la-pre-inscripcion-al-curso-agentes-de-la-
pi-2019 

タイトル 産業財産代理人の候補生を対象とした 2019 年度の年次講習会を実施 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）では、特許出願や産業財産権の登録・更新・移

転、技術移転契約の登録等の手続きを個人や団体に代わり実施する産業財産代理人

資格の付与と登録を行なっている。この度、産業財産代理人を目指す候補生を対象

として、2 週間の集合講習を実施する。世界知的所有権機関（WIPO）が 9, 10 月に

実施する遠隔講習 DL-601 を補完するもの。職業倫理や責任に関する理解を深める

ことを目的としており、産業財産分野での経験豊かな講師陣が、産業財産に関する

体系的なトレーニングのための理論・実践ツールを提供。修了時には認定書を発行

する。期間は 9 月 11～25 日 9～17 時。ブエノスアイレス市内の INPI 本部にて実施

される。 

  

日付 2019 年 8 月 3 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Perfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.perfil.com/noticias/economia/el-secretario-de-comercio-de-trump-entre-
biodiesel-reformas-y-elecciones.phtml 

タイトル トランプ政権の通商代表がバイオディーゼル、改革、選挙について協議 

 

日付 2019 年 8 月 5 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Ultima Hora ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ultimahora.com/agricultores-europeos-rechazan-el-acuerdo-mercosur-y-ue-
n2836064.html 

タイトル 欧州の農家がメルコスル・EU 間の合意内容を拒否 
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日付 2019 年 8 月 5 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト APF Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=327233&ID_Seccion=1&fecemi=05/
08/2019 

タイトル エントレ・リオス州生産局、産業財産プログラムに参加 

 

日付 2019 年 8 月 10 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Perfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.perfil.com/noticias/columnistas/como-salir-al-mundo-sin-achicarnos.phtml 

タイトル 萎縮せずに世界に飛び出す方法 

 

日付 2019 年 8 月 16 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Apertura Negocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Las-claves-de-un-estudio-de-
abogados-para-sobrevivir-150-anos-en-la-Argentina-20190816-0005.html 

タイトル アルゼンチンで 150 年間にわたり法律事務所が生き残れた秘訣 

 

日付 2019 年 8 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Urgente 24 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.urgente24.com/actualidad/sociedad/preocupa-la-violacion-de-la-propiedad-
intelectual-en-la-region 

タイトル メルコスル地域における産業財産の侵害行為への懸念 

 

日付 2019 年 8 月 22 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Telam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.telam.com.ar/notas/201908/386394-las-patentes-claves-para-la-
innovacion.html 

タイトル イノベーションの鍵となる特許 
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日付 2019 年 8 月 22 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 アルゼンチン産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/noticias/el-inpi-continua-con-su-campana-de-federalizacion 

タイトル INPI、産業財産代理人制度の連邦レベルでの管理化を推進中 

要約 2006 年付決議第 101 号の最近の改正に基づき、産業財産代理人名簿に記載されて

いる者は INPI サイト上で自身の登録を行なう必要があるものの、その際にブエノス

アイレス自治市内に法定住所を有する必要がなくなった。これにより、出自の地域

に関わらず全ての専門家を産業財産代理人として登録することを目指している。ま

たこの決議で産業財産代理人の職業としての規則を定めることで、産業財産の取扱

いについて情報を求める市民が確かな専門家の指示を仰ぐことが可能となる。なお

2019 年度代理人講習の受講に際しても、現時点でアルゼンチン国内に法定住所を

持っていることが求められ、候補者は INPI の文書ポータルサイトで登録する必要が

ある。またこの決議第 101 号の改正に伴い、講習・研究プログラム・試験の日程や

評点の発表方法について、今後 INPI は決議の公布に代わる適切な手段で通知するこ

ととなる。 

 

日付 2019 年 8 月 27 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 アルゼンチン産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/noticias/pep-el-pase-al-mundo-y-mas-rapido 

タイトル より迅速な世界へのパス「特許優先審査プログラム」。INPI はイノベーションを支

援し、輸出を振興へ 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、特許優先審査プログラム（PEP）として知られ

る新たな公共政策の導入にあたり詳細を説明するため、アルゼンチン共和国内の研

究者ら向けの説明会を開催した。INPI のアナベラ・キンタナ副長官は、「PEP は無

形資産の保護を容易にし、国の経済成長の原動力としての技術開発促進政策の発展

という連邦政府の公約を推進するためのツールである」と同制度について説明し

た。特許運営局のジョルジナ・ゲルデー副局長は、「この制度は、通常 5 年程度を

要する特許審査について、優先的に審査することで 60 日以内に回答を行なうよう

にするものである。このメリットは迅速な特許の取得を国内で可能とするだけでな

く、PPH プログラムを締結している海外の国でも付与にかかる期間を短縮するもの

である」と説明した。 
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アルゼンチン知的財産ニュース（月報）はアルゼンチンの知的財産に関する最新状況を日本の皆様

にお伝えするため無料でお配りしています。なお、新聞社等の著作権に触れるおそれがありますの

で、公的機関以外の記事等の要約は掲載しておりません。予めご了承ください。  

ご意見・ご質問・ご感想がございましたら、下記までご連絡下さい。  

(独)日本貿易振興機構 JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部  

Alameda Santos, 771 Primeiro Andar, Jardim Paulista, CEP 01419-001, São Paulo -SP, BRASIL  

TEL: +55-11-3141-0788, FAX: +55-11-3253-3351  

E-MAIL: SAO_ipr@jetro.go.jp  

発行人：JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部（特許庁委託事業）  

免責事項：要約結果は出典原文の意図から相違が生じ得ます。JETRO はご提供する情報をできる限

り正確にするよう努力しておりますが、正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行ってください。

本文を通じて皆様に提供した情報により不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を

負いません。 

 

 


